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富山県環境基本条例（抜粋） 

平成7年12月20日 

富山県条例第46号 

 

(目的) 

第1条 この条例は、環境の保全及び創造(快適で恵み豊かな環境を保全し、及び創造することをいう。

以下同じ。)について、基本理念を定め、並びに県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにすると

ともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創

造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確

保に寄与することを目的とする。 

 

(基本理念) 

第3条 環境の保全及び創造は、快適で恵み豊かな環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことができ

ないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており、人類の存続の基盤

である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきている

ことにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が快適で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類

の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。 

2 環境の保全及び創造は、環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全及び創造に関

する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、

快適で恵み豊かな環境を確保しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に

発展することができる社会が構築されること及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然

に防がれることを旨として、行われなければならない。 

3 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに県民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保す

るうえでの課題であること及び経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにか

んがみ、地球環境保全は、富山県の特性を生かし、すべての者の参加と国際的な協力の下に積極的に

推進されなければならない。 

 

(施策の策定及び実施に係る基本方針) 

第10条 環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の

確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならな

い。 

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、

水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、

森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全さ

れること。 

(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに、身近な水や緑、優れた景観等の保全及び創造、

歴史的文化的資源の活用等により、地域の個性を生かしたうるおいと安らぎのある快適な環境が創

造されること。 

(4) 廃棄物の減量及び再生利用、資源及びエネルギーの消費の抑制及び循環的な利用等により、環境

への負荷が低減される社会が構築されること。 
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(環境基本計画の策定) 

第11条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計

画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

3 知事は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、富山県環境審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

4 知事は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 

(環境基本計画に基づく個別計画の策定) 

第12条 知事は、環境基本計画に基づき、大気の汚染、水質の汚濁その他の公害の防止、地下水の保全、

自然環境の保全等に関する計画をそれぞれ定めるものとする。 


